
２０２２年４月８日 

 

ご 家 族 の 皆 様 

 

社会福祉法人  北 海 長 正 会 

                         北広島団地地域サポートセンターともに 

                         施 設 長   向  山    篤 

                                                 ＜公印省略＞ 

 

面会について（お知らせ） 

 

平素から当法人の事業にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、当法人では 3 月 22 日にまん延防止等重点措置が解除になったことを受け 4 月 1

日から面会に関する規制を一部緩和いたしました。ご家族との面会後、お客様が安堵され

ている様子は私たちの仕事の励みになっております。 

現在、道内におけるコロナ新規感染者数が高止まりの状況ですが、下記留意事項に配慮 

いただくことで面会についての制限をさらに緩和し、基本、コロナウイルスがまん延する

以前の状態に戻します。 

ご家族様には下記について引き続きご協力くださいますようお願いいたします。 

                                      記 

１．再 開 日 ： 4月 11日（月）から 

２．留意事項 

１）感染者との濃厚接触者はご遠慮願います。 

２）過去２週間以内にご自身、同居されるご家族や身近な人に発熱や咳・咽頭痛など 

の症状がある場合は面会をご遠慮願います。 

  ３）人数及び時間制限はいたしません。 

４）検温、マスクの着用、手指消毒をお願いいたします。 

５）お客様のお部屋での面会を可能とします。但し、大声での会話はお控えください。 

６）ZOOM(オンライン)等での面会も可能ですので遠慮なくお尋ねください。 

７）終末期など特別な事情がある場合は上記の限りではありません。担当へお問い合 

せください。 

 

＜連絡先＞ 

電話予約先 ０１１－３７３－７１１８ 

 皆木 有子 

 

 

 



２０２２年４月８日 

 

ご 家 族 の 皆 様  

 

社会福祉法人  北 海 長 正 会 

                         北広島団地地域サポートセンターともに 

                         施 設 長   向  山    篤 

                                                 ＜公印省略＞ 

 

面会について（お知らせ） 

 

平素から当法人の事業にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、当法人では 3 月 22 日にまん延防止等重点措置が解除になったことを受け 4 月 1

日から面会に関する規制を一部緩和いたしました。ご家族との面会後、お客様が安堵され

ている様子は私たちの仕事の励みになっております。 

現在、道内におけるコロナ新規感染者数が高止まりの状況ですが、下記留意事項に配慮 

いただくことで面会についての制限をさらに緩和し、基本、コロナウイルスがまん延する

以前の状態に戻します。 

ご家族様には下記について引き続きご協力くださいますようお願いいたします。 

                                      記 

１．再 開 日 ： 4月 11日（月）から 

２．留意事項 

１）感染者との濃厚接触者はご遠慮願います。 

２）過去２週間以内にご自身、同居されるご家族や身近な人に発熱や咳・咽頭痛など 

の症状がある場合は面会をご遠慮願います。 

  ３）人数及び時間制限はいたしません。 

４）検温、マスクの着用、手指消毒をお願いいたします。 

５）お客様のお部屋での面会を可能とします。但し、大声での会話はお控えください。 

６）ZOOM(オンライン)等での面会も可能ですので遠慮なくお尋ねください。 

７）終末期など特別な事情がある場合は上記の限りではありません。担当へお問い合 

せください。 

 

＜連絡先＞ 

電話予約先  ０１１－３７３－７００１ 

  奥山 智直 

 

 

 



２０２２年４月８日 

 

ご 家 族 の 皆 様  

 

社会福祉法人  北 海 長 正 会 

                         北広島団地地域サポートセンターともに 

                         施 設 長   向  山    篤 

                                                 ＜公印省略＞ 

 

面会について（お知らせ） 

 

平素から当法人の事業にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、当法人では 3 月 22 日にまん延防止等重点措置が解除になったことを受け 4 月 1

日から面会に関する規制を一部緩和いたしました。ご家族との面会後、お客様が安堵され

ている様子は私たちの仕事の励みになっております。 

現在、道内におけるコロナ新規感染者数が高止まりの状況ですが、下記留意事項に配慮 

いただくことで面会についての制限をさらに緩和し、基本、コロナウイルスがまん延する

以前の状態に戻します。 

ご家族様には下記について引き続きご協力くださいますようお願いいたします。 

                                      記 

１．再 開 日 ： 4月 11日（月）から 

２．留意事項 

１）感染者との濃厚接触者はご遠慮願います。 

２）過去２週間以内にご自身、同居されるご家族や身近な人に発熱や咳・咽頭痛など 

の症状がある場合は面会をご遠慮願います。 

  ３）人数及び時間制限はいたしません。 

４）検温、マスクの着用、手指消毒をお願いいたします。 

５）お客様のお部屋での面会を可能とします。但し、大声での会話はお控えください。 

６）ZOOM(オンライン)等での面会も可能ですので遠慮なくお尋ねください。 

７）終末期など特別な事情がある場合は上記の限りではありません。担当へお問い合 

せください。 

 

＜連絡先＞ 

電話予約先  ０１１－３７３－７１２１ 

  平野 佐緒利 

 

 

 


